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適正除染実施のための取組 

①基本方針 

 〇信頼される除染を目指して〈除染適正化プログラムの遵守〉 

 

 １）除染従事者にプロフェッショナルはいない 

 

 ２）繰り返し教育、指導の徹底（意識変革） 

 

 ３）特に除染事業に参加する事業主の教育の徹底 

2 



適正除染実施のための取組 
 ② JV職員への教育 

1) 除染ガイドライン・共通仕様書の修得 

2) 除染における廃棄物の種別と取り扱い 

(除染廃棄物、産業廃棄物、 

屋外残置物、一般廃棄物 

不法投棄物、その他の廃棄物) 

3) 不適切除染例の周知及び対策 

4) 不適切除染と勘違いされる 

作業指示の回避 

5）作業員とのコミュニケーション強化 

(現場での名前を呼ぶ声掛け) 

作業所長によるJV職員教育 
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コミュニケーションワッペン 



適正除染実施のための取組 
 ③事業者への教育 

1) 『事業主の皆様へ』除染等業務を行うにあたっての 

遵守事項の事前説明 

・除染従事者の放射線管理とその責任 

・雇用契約、派遣禁止、特殊勤務手当等の適切な賃金支払 

・不適切除染の排除、秘密保持 

2) 同意書(上記に対する)の全下請業者からの提出 

3) 災害防止協議会での再指導 

4) 事業主パトロールによる確認 

5) 作業変更時のルールの厳守 
   

 

 災害防止協議会開催状況 

4 



適正除染実施のための取組 
 ④作業員への教育（意識の変革と繰り返し教育の徹底） 

1) 除染工事作業員としての誓約書の提出 

• 不適切除染の排除(環境法令等の遵守) 

法令違反時の罰則規定 

• 個人情報の漏洩・インターネット上への公開禁止 

 

2) 不適切除染に関する教育 

• 新規入場教育 

• 月例教育 

• 朝礼、現地KY活動 

• ポスター等の掲示 

ポスター掲示 
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適正除染実施のための取組 
 

3）除染ガイドラインに則した適切除染の注意事項 

 

4）不適切除染事例とその防止対策 

 

5) 不適切除染と勘違いされ易い行為の防止 

 

6) 除染廃棄物とその他の廃棄物 

(屋外残置物、産業廃棄物、 

一般廃棄物、不法投棄物等) 

の区別と取扱い方法 

不適切除染防止 作業員教育 

6 



適正除染実施のための取組 
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 ④作業員への教育 
  施工手順の遵守について 

 



適正除染実施のための取組 
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 ④作業員への教育 

 「除染八則」の唱和 

毎日の朝礼時に「除染八則」を唱和することによって、除染作業の目的、品質、安全、
そして自分自身の健康管理などの意識向上を図っています。 

朝礼看板に「除染八則」を明示 

「除染八則」 



適正除染実施のための取組 
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 ④作業員への教育 

 ③ＪＶ名、所属会社、氏名 
 を明記したベストの着用 

所属会社、氏名を明記した
ベストを着用する事で、自
覚の向上を図る。 

①良い作業例の提示 ②優良作業指揮者の表彰 

除染品質の向上と除染作業に対する 
モチベーションアップを目的として 
優秀な作業指揮者を表彰した。 

各工区詰所に良い施工事例を提示し、
作業手順の再確認と情報の水平展開 
を図った。 

【除染用器具の管理状況の紹介】 
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  ⑤不適正除染の未然防止体制 

 

適正除染実施のための取組 
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 ⑥不適正除染に関する通報があった場合の対応 

適正除染実施のための取組 



適正除染実施のための取組 

⑦パトロールの実施（毎日がパトロール） 

1) 専任の安全・品質専門員による現場パトロール 

2) 所内不適切除染防止パトロール 

3)福島復興総合事務所管内 不適切除染防止パトロール 

4)福島復興総合事務所管内 交換パトロール（不適切除染・安全） 

5)各種パトロールで、不適切除染を注力項目に追加。 

•職長会パトロール 

•事業主パトロール 

•店社 安全・品質パトロール 

•本社 三本部合同パトロール 

（安全本部、環境本部、原子力本部） 

所内不適切除染防止パトロール 

12 



適正除染実施のための取組 

  6)協力会社相互パトロール 

•協力会社が主体となり、他業者の現場のパトロールを実施。 

（1回/月） 

•他業者の安全、品質面の管理状況が直接確認できる。 

•協力業者の自覚や意識の向上、作業状況の均一化が図れる。 
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 ⑦パトロールの実施 

適正除染実施のための取組 
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 ⑧地域とのコミュニケーション 

適正除染実施のための取組 

 別紙 

 パンフレット（日建連作成） 
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適正除染実施のための取組 
 ⑨除染等工事における各取組強化のお願い 


